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いじめは、決して許される行為ではありません。いじめられている子どもが

いた場合は最後まで守り抜き、いじめをしている子どもにはその行為を許さず、

毅然として指導していく必要があります。

いじめを防止するためには、大人が児童生徒のいじめに関する課題意識を共

有するとともに、自己の役割を認識し、また、子どもも安心して豊かな社会や

集団を築く推進者であることを自覚し、みんなでいじめを許さない風土づくり

を進めていかなければなりません。

津山市では、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」

という。）第１２条の規定及び国のいじめ防止等のための基本的な方針（以下「国

の基本方針」という。）に基づき、小・中学校におけるいじめの防止等のための

対策を総合的かつ効果的に推進するために、「岡山県いじめ問題対策基本方針」

（以下「岡山県基本方針」という。）を参酌しながら、「津山市いじめ問題対策

基本方針」（以下「津山市基本方針」という。）を策定しました。

平成２９年３月には国の基本方針が改定され、続いて平成３０年１月に「岡

山県いじめ問題対策基本方針」も改定が行われました。そこで、津山市も国や

岡山県基本方針の改定にともない、実施してきたこれまでの取り組みを検証し、

津山市基本方針をより一層効果的に推進するため、改定を行うこととしました。

この「津山市基本方針」では、いじめの防止等の取組を市全体で円滑に進め

ていくことを目指し、すべての子どもの健全育成及びいじめのない社会の実現

を方針の柱としています。

津山市立小・中学校においては、岡山県基本方針と、津山市基本方針が求め

る「教育委員会の取組」等、県と市が実施する施策を参酌して、学校が取り組

むべき「学校いじめ問題対策基本方針」（以下「学校基本方針」という。）を策

定し、学校における「いじめの防止等を推進する体制づくり」を確立するとと

もに、迅速かつ適切に「重大事態」等に対処します。

◆はじめに◆
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すべての子どもは､かけがえのない存在であり、社会の宝である。子どもが

健やかに成長していくことは、いつの時代においても社会全体の願いであり、

豊かな未来の実現に向け、最も大切なことである。

子どもは、人と人とのかかわり合いの中で、自己の特性や可能性を認識し、

また、他者の長所等を発見する。だれもが安心して生活できる場であれば、子

どもは温かい人間関係の中で、自己実現を目指してのびのびと生活できる。

しかし、ひとたび子どもの生活の場に、他者を排除するような雰囲気が形成

されれば、その場は子どもの居場所としての機能を失い、いじめを発生させる

要因ともなりかねない。

子どもにとって、いじめはその健やかな成長への阻害要因となるだけでなく、

将来に向けた希望を失わせるなど、深刻な影響を与えるものとの認識に立つ必

要がある。

法第２条にあるように、「いじめ」とは、「児童生徒に対して、同じ学校に

在籍しているなど一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であ

って、当該行為の対象になった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」を

いう。

たとえ、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生して

いる場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害

性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。

なお、意図せず相手に心身の苦痛を感じさせてしまった場合、すぐにいじ

めた児童生徒が謝罪し、良好な関係を再び築くことができた場合等について

は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応も可能とする。

いじめはどの集団にも、どの学校にも、どの子どもにも起こる可能性がある

最も身近で深刻な人権侵害であり、いじめを未然に防止するには、特定の子ど

もや特定の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣に取り組む必要が

１ いじめの定義

第１章 いじめ問題への対策のための基本的な考え方

２ いじめを未然に防止するための基本となる方向性
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ある。

子どもの健全育成を図り、いじめのない社会を実現するため、学校、保護者、

地域など、市民がそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力するととも

に、子ども自身も、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者

であることを自覚し、いじめ防止に取り組まなければならない。

津山市基本方針は、いじめ問題について、すべての市民がそれぞれの役割

を自覚し、主体的かつ相互に協力しながらいじめの未然防止及びいじめの解

決を図るため、市全体で子どもの健全育成を推進し、いじめのない社会の実

現を目指すことを目的とする。

津山市基本方針に基づき、いじめの未然防止等のための施策を総合的に策定

し、以下のように推進します。

○子どもの健全育成に関わる機関、諸団体等との連携強化

○教職員の資質の向上

○保護者等を対象とした啓発活動

○いじめの未然防止等のために必要な調査と検証

○いじめに係る相談体制又は、救済制度等についての広報及び啓発活動

○学校と家庭、地域が地域ぐるみで対応する体制の構築 等

具体的な内容については、次のとおりである。

市は、法第１４条第１項に基づき、いじめ防止等に関する関係機関の連

携強化を図るとともに、専門的な見地及び市民の立場で、市のいじめ対策に

ついて検討するため、「津山市いじめ問題対策連絡協議会」（以下「連絡協議

会」という。）を設置する。連絡協議会は、学識経験者、学校、教育委員会、

３ 津山市基本方針策定の目的

１ 津山市いじめ問題対策連絡協議会の設置

第２章 いじめ問題への対策のために津山市が実施する内容
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児童相談所、地方法務局、警察、ＰＴＡ、その他必要と認められる関係機関

等の代表者により構成し、学校、家庭、関係機関等と連携しながら、施策の

実施状況や学校での取組について協議し、その改善を図る。

津山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第１４条第３項

に基づき、連絡協議会との円滑な連携の下に、学校におけるいじめ問題の対

策を実効的に行うために、教育委員会の付属機関として、「津山市いじめ問

題専門委員会（以下「専門委員会」という。）を設置する。専門委員会には、

学識経験者、弁護士、心理や福祉の専門家などの専門的な知識及び経験を有

する第三者等の参加を図り、公平性・中立性が確保されるように努める。

専門委員会は、小・中学校のいじめ事案について、教育委員会の報告を受

け、自ら調査を行う必要がある場合には、この調査を行う。

＜専門委員会の機能＞

○教育委員会の諮問に応じ、津山市基本方針に基づく有効な対策の審議

○第三者機関として、いじめ問題の解決を図る

○法第２４条に基づく調査

(1) いじめの未然防止に関すること

① 児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築

する能力の素地を養うことが、いじめの未然防止に資することを踏ま

え、すべての教育活動を通じて、人権教育や道徳教育、体験活動等の

充実を図る。

② 児童生徒によるいじめの未然防止に関わる自主的な活動の支援を図

る。

・ 6月に「いじめ防止啓発期間」を設け、いじめ問題を自分たちの

問題ととらえ、いじめをしない、させない、放置しない児童生徒

の主体的な取組を推進する。

③ 教職員に対し、いじめの未然防止に関する研修の実施等、資質向上

に努める。

・教職員向けの手引き等を活用した教職員への研修

２ 津山市いじめ問題専門委員会の設置

３ 教育委員会が実施すべき取組
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・生徒指導主事、人権教育推進担当者、道徳教育推進教師、教育相

談担当者等を対象とした専門性を高める研修

④ 学校生活における個々の児童生徒の満足感や意欲、学級集団の状態

等を教職員が客観的に把握するための心理検査を計画的に実施し、そ

の結果を活用することで、自己有用感や充実感を育み、いじめが起こ

りにくく、意欲的に学習や活動に取り組む集団づくりを支援する。

⑤ インターネットやソーシャルメディアを通じて行われるいじめの

防止と効果的な対処ができるよう、関係機関と連携を図りながら、小

学校低学年以上の全ての児童生徒や保護者への啓発活動を、年１回以

上実施する。

(2) いじめの早期発見に関すること

① いじめを早期に発見するため、児童生徒に対する定期的なアンケー

ト調査及び教育相談を学校が行うこと。

② 児童生徒及びその保護者並びに教職員等に対し、いじめに係る相談

機関をホームページ、カード、チラシ等の配布によって周知する。

③ 問題解決には、迅速かつ的確に初期対応を行うことが重要である。

学校だけでは困難な事案等に関しては、スクールカウンセラーや臨床

心理士等の専門家を派遣し、指導主事とともに学校と協力して解決に

あたる。

④ インターネット等を通じて行われるいじめに対しては、県のネット

パトロール事業と連携して実態把握を行い、早期発見・早期対応に努

める。

(3) いじめへの対処に関すること

① 学校への支援といじめの解消

全ての学校が、いじめをより積極的に認知し、１００％の解消を目指

し、学校全体で徹底して解消に取り組むことができるよう支援する。

② いじめに関する措置

○教育委員会は、法第２３条第２項の規定による学校からの報告を受

けたときは、必要に応じて、当該学校に対し必要な支援を行い、若

しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案

について自ら必要な調査を行う。

○教育委員会は、学校からの報告を受けていじめを行った児童生徒の

保護者に対して学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３５条第

１項（同法第４９条において準用する場合を含む。）の規定に基づき
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当該児童生徒の出席停止を命ずるなど、いじめを受けた児童生徒そ

の他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要

な措置を速やかに講ずる。

③ 学校の指導方針及び警察等との連携

○いじめが起きた場合には、被害児童生徒やいじめを知らせてきた児

童生徒の安全を確保するとともに、加害児童生徒に対しては、事情

や心情を聴取し、再発防止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援

するための必要な措置を講じる。これらの対応について、教職員全

員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で、

取り組むよう指導・助言する。

○いじめの中には、犯罪行為として早期に警察に相談することが必要

なものや、児童生徒の生命、身体、又は財産に重大な被害が生じる

ような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これ

らについては、学校での適切な指導・支援や被害者の意向への配慮

の下、早期に警察に相談・通報し、警察と連携した対応を取ること

が必要であることを学校に指導助言する。

(4) その他

① 学校評価の留意点

学校評価でいじめの問題を取り扱うにあたっては、いじめの有無や

その多寡のみを評価するのではなく、いじめの未然防止に係る取組の

達成目標を設定し、日頃からの児童生徒の理解、未然防止や早期発見、

迅速かつ適切な対応、組織的な取組等、具体的な取組状況達成状況を

評価し、その結果を踏まえていじめの未然防止等のための取組の改善

に取り組むよう、学校に対する指導・助言を行う。

② 学校運営改善の支援

教職員が児童生徒と向き合い、いじめ問題等に適切に取り組んでい

くことができるようにするため、校務支援システムの構築等、学校マ

ネジメント体制の整備を図るなど、学校運営の改善を支援する。

(1) 学校基本方針は、市のホームページ上で公表し、策定状況や内容を確

認できるように徹底する。

(2) 当該基本方針の策定から３年の経過を目途として、法の施行状況等を

４ その他の事項
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勘案して、津山市基本方針の見直しを検討し、必要があると認められる

ときは、その結果に基づいて必要な措置を講じる。

(3) いじめに係る相談、情報提供を受けた者は、当該相談、情報提供の際

に取得した個人情報の漏えいの防止、その他当該個人情報の適正な取扱

いに十分留意しなければならない。

学校は、法第１３条の規定に基づいて学校基本方針を策定し、いじめの未然

防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に必要な措置を行う。また、組

織的な対応を行うため、法第２２条に基づき、いじめ問題対策のための組織（後

述）を中核として、校長の強力なリーダーシップのもと、教育委員会と適切に

連携を図りながら学校の実情に応じた対策を推進する。

学校は、津山市基本方針を参酌し、自校におけるいじめ防止等の取組につ

いて基本的な方向、取組の内容等を「学校基本方針」として定める。

学校基本方針には、「いじめの未然防止」「早期発見」「いじめへの対処」

を主な項目として「学校がどのような児童生徒を育てようとしているのか」、

そのために「教職員は何をするのか」、「保護者や地域はどう協力するのか等

の具体的な取組内容を示し、策定した学校基本方針については、市のホーム

ページ上や学校だより等で公開する。

その際には、学校は保護者や地域の方が学校基本方針の内容を確認できる

よう徹底し、その内容を必ず入学時や各年度の開始時に児童生徒、保護者、

関係機関等に説明する。

学校は、当該校の複数の教職員に加え、心理や福祉の専門家によって構

成される「いじめ問題対策委員会」（以下「いじめ対策委員会」という。）を

組織する。

第３章 いじめ問題への対策のために学校が実施すべき内容

１ 学校基本方針の策定

２ いじめ問題対策委員会の設置
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＜「いじめ対策委員会」の役割＞

○学校基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成

○実態把握や情報収集を目的とした取組

○いじめが起きた場合の組織的な対応

○いじめ事案の事実関係の調査

○保護者や地域への情報提供

○いじめ防止等についての取組の年度ごとの検証、改善

(1) いじめの未然防止

① 学校は、道徳教育や人権教育及び体験活動等様々な教育活動の充実

に努め、児童生徒がお互いを思いやり、生命を大切にする態度や自他

の人権を尊重する意識を育成する。

② 学校は、心理検査等を活用し、児童生徒一人ひとりの心情を大切に

した学級経営を目指す。

③ 学校は、児童生徒、保護者及び教職員に対していじめを未然に防止

することの重要性に関する理解を深めるための啓発や研修等を行う。

④ 学校は、匿名性が高いインターネットやソーシャルメディアの危険

性やトラブルについて、最新の動向を把握し、全ての児童生徒に対し

て情報モラル教育を実施するとともに、児童生徒、保護者への啓発を

行う。

⑤ 学校は、いじめの防止に関わる児童生徒による主体的・自治的活動

を促進し、傍観者的立場をやめ、いじめについて身近な大人に訴える

力を育てるとともに、互いに支え合い協力していくことの大切さを実

感させる。

(2) いじめの早期発見

① 学校は、日常的に児童生徒の様子や行動を観察するとともに、保護

者と連携を図りながら、危険なサインを見逃さないようアンテナを高

く保ち、細かな変化を把握する。

② 学校は、いじめの実態を適切に把握するため、定期的なアンケート

調査の実施、児童生徒との定期的な教育相談を実施する。

③ 学校は、児童生徒及びその保護者並びに教職員が、いじめに関する

悩み等を抵抗なくいつでも相談できる体制を整備する。

３ 学校が実施すべき取組
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④ インターネット等で行われるいじめに対しては、県のネットパトロ

ール事業等から状況を把握し、いじめを認知した場合は、迅速に書き

込みや画像の削除等の対応を図るとともに、警察等の関係機関と連携

して対応する。

(3) いじめへの対処

① 学校は、いじめに関する通報によって、児童生徒がいじめを受けて

いるとわかったときは、いじめ対策委員会に報告し、迅速かつ組織的

に事実確認を行い、いじめを止めさせるとともに、次の対応等により

再発防止に努める。

○事実関係や指導の経緯、児童生徒の状況等の適切な記録及び保管

○いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する支援

○いじめを行った児童生徒及びその保護者に対する指導並びに助言

○全体（学級、部活動、遊び仲間等）の問題として、児童生徒への指

導

② 学校は、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒

が安心して学校生活を送ることができるようにするために必要な措置

を講じる。

③ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認

めるときは、警察との連携を図る。また、警察への通報には至らない

事案についても、日頃から教育委員会や警察等の関係機関への相談を

行い、互いの顔が見える連携を心がける。

④ 学校は、いじめの解消と継続的な指導を、必要に応じ学校生活や本

人及びその保護者との面談等、他の事情も勘案して行う。

○被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる

状態が相当の期間続いていること（少なくとも３か月を目安とする）

○被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていない

かどうかを面談等により確認する。

(4) 特に配慮が必要な児童生徒への対応

発達障害を含む障害のある児童生徒、外国につながる児童生徒、性同

一性障害、東日本大震災により被災した児童生徒、学校として特に配慮

が必要な児童生徒については、日常的に適切な支援を行う。

(5) 児童生徒いじめ問題対策委員会・会議の開催

① 学校は、いじめの未然防止等に関する児童生徒の自主的な企画及び
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運営による活動を行うため、児童生徒いじめ問題対策委員会（以下「児

童生徒対策委員会」という。）・会議を開催する。

② 児童生徒対策委員会・会議は、主体的、自治的な活動の中で、いじ

め防止等についての取組を企画立案、実施することで、児童生徒自ら

の力でいじめ問題の撲滅を図るよう支援する。

(6) その他

学校評価でいじめの問題を取り扱うにあたっては、いじめの有無や

その多寡のみを評価するのではなく、いじめの未然防止に係る取組の

達成目標を設定し、日頃からの児童生徒の理解、未然防止や早期発見、

迅速かつ適切な対応等の具体的な取組状況や達成状況を評価し、その

結果を踏まえていじめの未然防止等のための取組の改善に取り組む。

(1) 重大事態の発生

重大事態とは、次に掲げる場合をいう。

① いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に

重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

② いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席

することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。（年間３０日

が目安）

教育委員会又は学校は、児童生徒や保護者からいじめられて重大事

態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で重大事態が発

生したものとして報告・調査等にあたる。

(2) 重大事態の報告

学校は、重大事態と思われる案件が発生した場合には、直ちに教育委

員会に報告する。報告を受けた教育委員会は、重大事態の発生を市長に

報告する。

(3) 調査の趣旨及び調査主体

第４章 重大事態への対処

１ 重大事態の発生と調査（法第２８条）
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法第２８条の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発

生の防止に資するために行うものである。

学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態発生の防止

に必ずしも十分な結果を得られないと判断する場合や、学校の教育活動

に支障が生じるおそれがあるような場合には、教育委員会において調査

を実施する。

(4) 調査を行うための組織

教育委員会又は学校は、その事案が重大事案であると判断したときに

は、当該重大事態に係る調査を行うために、速やかに組織を設ける。教

育委員会が調査を行う際には、専門委員会を招集し、これが調査にあた

る。

(5) 調査結果の提供及び報告

学校又は、教育委員会は、調査によって明らかになった事実関係につ

いて、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して説明する。また、

これらの情報の提供にあたっては、学校又は教育委員会は、他の児童生

徒のプライバシーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適

切に提供する。

重大事態に該当するか否かについては、いじめを受ける児童生徒の状

況に着目して判断するとともに、いじめられた児童生徒等や保護者から

の申し立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。

(1) 再調査

市長は、法第２８条第 1項の規定により教育委員会又は学校が行った

調査の結果について、必要があると認めるときは、付属機関を設けて調

査（以下「再調査」という。）を行うことができる。（法第３０条第２項）

(2) 再調査を行う機関の設置

再調査を実施する機関については、津山市いじめの重大事態に係る再

調査委員会を設置する。当該委員会は、市長が専門的な知識を有する第

三者を任命するが、委員は弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉

の専門家など専門的な知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事

案の関係者と直接の人間関係や特別の利害関係を有する者でない者の参

２ 調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置
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加を図り、当該調査の公平性・中立性を図るよう努める。

(3) 再調査の結果を踏まえた措置等

教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、

当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生

の防止のために、指導主事や専門家の派遣による重点的な支援を行う。

また、再調査を行った時、市長はその結果を議会に報告する。内容に

ついては、個々の事案の内容に応じ適切に設定されることとなるが、個

人のプライバシーに対しては、必要な配慮を確保する。


